
戸
浪
裕
之
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
教
部
省
の
政
策
と
神
道
事
務
局
・
皇
典
講
究
所
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、「
教
部
省
の
政
策
と
神
道
事
務
局
・
皇
典
講
究
所
」
と
題
し
、
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
四
月
二
十
八
日
、
教
部
省
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
教
導
職
を
中
心
と
す
る
大
教
宣
布

運
動
に
つ
い
て
、「
制
度
」
と
「
思
想
」
の
両
面
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
序
章

と
終
章
を
含
め
た
全
十
章
と
附
論
一
編
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
大
き
く
三
部
に
分

か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
が
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
で
、
神
道
教
導
職
の
神
道
思
想
に

関
す
る
論
考
で
あ
り
、
第
二
部
は
第
四
章
と
第
五
章
か
ら
成
る
島
地
黙
雷
を
中
心
と
す
る
神
道
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論
に
関
す
る
論
考
、
そ
し
て
最
後
の
第
三
部
が
第
六
章
か
ら
第
八
章
に
か
け
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
神
道
事
務
局
及
び
皇
典
講
究
所
に
関
す
る
論
考
か
ら
成
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

序
章
で
は
、
本
論
文
の
意
図
と
構
成
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
教
宣
布
運
動
に
つ
い
て
は
、

宗
教
史
・
教
育
史
・
政
治
史
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
宣
教

使
・
教
導
職
の
制
度
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
言
え

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
大
教
宣
布
運
動
の
拠
点
と
な
っ
た
大
教
院
や
神
道
事
務
局
の
組
織
や
制

度
、
宣
教
使
・
教
導
職
の
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
研

究
状
況
を
鑑
み
て
、
本
論
文
で
は
、（
１
）
神
道
教
導
職
の
思
想
の
解
明
、（
２
）
神
道
事
務
局

の
制
度
と
活
動
の
解
明
、
の
二
点
を
具
体
的
な
研
究
課
題
に
設
定
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
部
で
あ
る
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
教
部
省
の
設
置
過
程
に
見
る
明
治
政
府
の
国
民

教
化
政
策
の
理
念
と
構
想
な
ど
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
第
一
の
研
究
課
題
で
あ
る
神
道
教
導

職
の
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
目
的
と
し
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
章
「
教
部
省
の
設
置
と
国
民
教
化
―
明
治
政
府
の
国
民
教
化
に
関
す
る
覚
書
―
」
で

は
、
神
官
教
導
職
の
思
想
を
具
体
的
に
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
明
治
政
府
内
に
お
け
る

国
民
教
化
政
策
の
理
念
や
構
想
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
部
省
設
置
の
過

程
に
お
い
て
、
神
祇
官
・
神
祇
省
、
仏
教
者
、
左
院
、
正
院
で
国
民
教
化
に
対
す
る
理
念
や
構

想
が
各
々
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、「
三
条
教
則
」
に
繋
が
る
教
化
理
念
が
、
宣
教
使
時
代
か
ら

見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
設
置
当
初
の
教
部
省
で
は
、「
三
条
教
則
」
を
「
教
法
」
で
は
な
く

「
国
法
」
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
明
治
の
神
道
と
三
条
教
則
―
神
道
系
「
三
条
教
則
」
衍
義
書
考
―
」
で
は
、
神
道

教
導
職
の
思
想
を
考
察
す
る
一
環
と
し
て
、
国
井
清
廉
・
田
中
知
邦
・
田
中
頼
庸
・
岡
本
経
春

の
著
わ
し
た
「
三
条
教
則
」
の
衍
義
書
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
色
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
神
道

系
の
「
三
条
教
則
」
衍
義
書
に
は
、
ど
の
よ
う
な
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
の
か
が
考
察
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、「
三
則
《
敬
神
》
帰
一
」
型
と
い
う
類
型
を
見
出
し
、
神
道
系
の
「
三
条

教
則
」
衍
義
書
に
は
、「
天
神
造
化
説
」「
神
恩
神
徳
論
」「
神
賞
神
罰
論
」「
産
須
那
社
」
信
仰
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論
な
ど
、
平
田
国
学
に
淵
源
す
る
思
想
が
見
ら
れ
、
と
り
わ
け
「
神
恩
神
徳
論
」
が
、
彼
ら
の

「
敬
神
」
論
の
核
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
「
田
中
知
邦
の
神
道
論
―
神
官
教
導
職
の
思
想
の
一
側
面
―
」
で
は
、
第
二
章
の
問

題
意
識
を
受
け
つ
つ
、
田
中
知
邦
の
神
道
論
に
つ
い
て
「
三
条
教
則
」
衍
義
書
以
外
の
著
書
か

ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
知
邦
の
神
道
論
を
、
◯１
神
理
解
、
◯２
存
在
世
界
の
認

識
、
◯３
霊
魂
観
・
倫
理
観
・「
安
心
」
論
の
三
点
に
整
理
し
、
ま
ず
神
理
解
で
は
、
知
邦
は
天

照
皇
大
神
・
大
穴
牟
遅
神
・
産
土
神
を
殊
に
崇
敬
す
べ
き
神
と
し
て
見
な
し
て
お
り
、
死
後
の

「
安
心
」
を
掌
る
神
と
し
て
、
天
之
御
中
主
神
を
重
視
す
る
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
。
存
在
世
界

の
認
識
で
は
、「
天
神
造
化
説
」
の
立
場
に
立
ち
、
世
界
が
「
天
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
」
と
認
識
し
て
い
る
が
、
特
に
重
視
し
て
い
る
世
界
と
し
て
、「
天
」「
地
」「
幽

界
」
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
間
の
霊
魂
が
「
神
の
賦
与
し
給
ふ
」
も
の
で
あ
る
と
の
認
識

に
立
ち
つ
つ
、
倫
理
と
し
て
「
忠
孝
」
が
重
視
さ
れ
、
知
邦
の
考
え
る
「
安
心
」
と
は
、「
忠

誠
・
功
勲
ノ
大
ナ
ル
」
者
と
な
っ
て
、「
赫
々
タ
ル
神
明
ト
仰
ガ
レ
、
永
ク
其
隆
徳
ヲ
千
載
ニ
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垂
レ
、
遠
ク
盛
威
ヲ
万
国
ニ
輝
カ
ス
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
部
で
あ
る
第
四
章
と
第
五
章
で
は
、
研
究
課
題
の
第
一
と
研
究
課
題
の
第
二
を
時
期
的

に
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
大
教
院
体
制
、
ひ
い
て
は
教
導
職
制
度
に
大
き
な
変
容
を
齎
し
た
真
宗

教
団
の
大
教
院
分
離
運
動
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
神
道
論
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
神
仏
合
併
大
教
院
の
解
散
―
島
地
黙
雷
の
大
教
院
分
離
運
動
―
」
で
は
、
神
仏
合

同
の
大
教
院
体
制
を
崩
壊
に
導
い
た
真
宗
教
団
の
大
教
院
分
離
運
動
に
つ
い
て
考
察
を
行
な

い
、
そ
れ
を
「
造
化
三
神
」
が
仏
教
側
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
神
道
の
神
々
が
限
定
さ
れ
て
い

く
過
程
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
「
日
本
型
政
教
分
離
」
の
媒
介
項
と
な
る
「
三
条
教
則
」
の

「
敬
神
」
の
内
実
は
、「
造
化
三
神
」
で
は
な
く
、
皇
祖
神
天
照
大
神
と
歴
代
天
皇
へ
の
尊
崇

に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
五
章
「
島
地
黙
雷
の
神
道
論
形
成
―
「
神＝

祖
先
」
論
の
形
成
過
程
を
中
心
に
―
」

は
、
島
地
黙
雷
の
「
神＝

祖
先
」
論
に
注
目
し
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
黙
雷
の
「
神＝

祖
先
」
論
が
明
確
な
思
想
像
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
明
治
七
年
六
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月
末
以
降
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
一
向
専
修
」
を
宗
義
と
す
る
真
宗
が
、
世

間
の
「
通
義
」
で
あ
る
「
三
条
教
則
」
の
「
敬
神
」
を
受
容
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
敬
神
」
か

ら
宗
教
的
な
「
造
化
三
神
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
非
宗
教
」
と
し
た
こ
と
。
つ
い
で

「
祖
先
」
以
外
の
神
々
を
す
べ
て
切
り
捨
て
、
か
つ
そ
れ
を
「
人
」
と
同
一
の
位
置
に
据
え
て

「
非
宗
教
」
的
な
存
在
と
し
た
こ
と
で
、
理
論
的
に
受
容
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
意
味
で
黙
雷
の
「
神＝

祖
先
」
論
は
、
あ
く
ま
で
真
宗
教
団
の
関
係
者
の
た
め
の
理
論
で

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
部
の
第
六
章
か
ら
第
八
章
で
は
、
研
究
課
題
の
第
二
、
す
な
わ
ち
神
仏
合
同
の
大
教
院

が
解
散
し
て
の
ち
、
神
道
教
導
職
の
動
向
を
示
す
神
道
事
務
局
の
制
度
と
活
動
の
一
端
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

第
六
章
「
神
道
事
務
局
の
設
立
と
制
度
―
そ
の
設
置
過
程
と
初
期
の
制
度
―
」
で
は
、
神
道

事
務
局
の
設
立
過
程
と
初
期
の
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
設
立
に
は
、
内
部
的
要

因
（
大
教
宣
布
運
動
に
お
け
る
神
道
界
の
混
乱
）
と
外
部
的
要
因
（
神
仏
合
併
大
教
院
の
解
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散
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
内
外
の
要
因
が
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
宮
ヲ
以
テ
神
道
ノ
根

本
」
と
す
る
神
道
事
務
局
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
神
道
事
務
局
は
設
立
当
初
よ
り
、
こ
れ
ら

内
外
の
要
因
を
意
識
し
た
制
度
を
編
成
し
、
明
治
八
年
十
二
月
の
神
道
教
導
職
会
議
に
お
い

て
、
基
本
的
な
活
動
方
針
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
七
章
「
神
道
事
務
局
の
教
育
機
関
―
生
徒
寮
の
制
度
的
側
面
に
関
す
る
一
考
察
―
」
は
、

神
道
事
務
局
が
神
官
・
教
導
職
養
成
の
た
め
に
設
置
し
た
生
徒
寮
の
制
度
的
側
面
を
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
生
徒
寮
を
皇
典
講
究
所
の
「
前
身
」
と
位
置
づ
け
、
各
宗
派

の
「
自
由
布
教
」
が
認
可
さ
れ
た
情
況
に
あ
っ
て
、
神
道
事
務
局
が
独
自
の
国
民
教
化
活
動
を

十
全
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、
神
道
の
布
教
に
従
事
す
る
有
能
な
人
材
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

養
成
が
急
務
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
生
徒
寮
の
設
置
過
程
、
組
織
と
制
度
、
教
育
課
程
に

つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。

第
八
章
「
神
道
事
務
局
と
皇
典
講
究
所
―
生
徒
寮
の
設
置
か
ら
皇
典
講
究
所
の
創
立
へ
―
」

は
、
第
七
章
を
受
け
て
、
設
置
以
後
の
生
徒
寮
の
動
向
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
徒
寮
か
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ら
皇
典
講
究
所
へ
の
展
開
を
た
ど
る
場
合
に
、
生
徒
寮
か
ら
太
教
校
、
そ
れ
か
ら
皇
典
講
究
所

へ
と
い
う
過
程
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
一
面
に
お
い
て
は
、
設
置
以
後

の
生
徒
寮
は
、
制
度
面
・
経
済
面
の
両
面
に
お
い
て
不
安
定
な
機
関
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
期

以
後
の
神
道
界
・
国
学
界
を
担
っ
た
今
泉
定
助
・
松
本
愛
重
・
丸
山
正
彦
・
桑
原
芳
樹
・
畠
山

健
と
い
っ
た
人
び
と
を
輩
出
し
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
生
徒
寮
の
事
業
自
体
は
失
敗

で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
成
功
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

終
章
で
は
、
本
論
文
の
結
論
を
要
約
す
る
と
と
も
に
、
今
後
に
残
さ
れ
た
研
究
課
題
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
附
論
で
は
、
國
學
院
大
學
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
大
教
宣
布
関
係
資
料

の
う
ち
、
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
所
蔵
資
料
を
中
心
に
紹
介
し
、
合
わ
せ
て
、
本
論
文
に
関

係
の
あ
る
門
脇
重
綾
「
教
部
要
説
」（
明
治
五
年
）
と
、「
神
道
事
務
局
教
約
」（
明
治
六
年
）

の
翻
刻
を
行
な
っ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
「
教
部
省
の
政
策
と
神
道
事
務
局
・
皇
典
講
究
所
」
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

三
月
に
設
置
さ
れ
た
教
部
省
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
教
導
職
に
よ
る
国
民
教
化
政

策
（
大
教
宣
布
運
動
）
の
発
端
と
そ
の
終
焉
を
迎
え
る
明
治
十
七
年
八
月
の
教
導
職
全
廃
に
至

る
ま
で
の
歴
史
的
動
向
を
制
度
面
と
思
想
面
の
相
互
関
係
を
軸
と
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
三
年
一
月
に
渙
発
さ
れ
た
「
宣
布
大
教
詔
」
に
始
ま
る
大
教
宣
布
運
動
は
、
明
治
二
年

十
月
に
神
祇
官
に
附
設
さ
れ
た
宣
教
使
時
代
、
そ
し
て
明
治
五
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
神
道

教
導
職
主
導
に
よ
る
神
仏
合
同
布
教
の
時
代
、
さ
ら
に
は
明
治
八
年
の
神
仏
合
同
布
教
廃
止
に

よ
る
神
道
事
務
局
設
置
以
後
の
神
官
教
導
職
分
離
と
皇
典
講
究
所
設
置
、
そ
し
て
教
導
職
全
廃

に
至
る
神
道
非
宗
教
化
に
向
け
た
時
代
、
と
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
論
文
は
、
こ
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
大
教
宣
布
運
動
の
う
ち
、
最
も
大
々
的
に
大

教
宣
布
運
動
が
展
開
さ
れ
た
教
部
省
時
代
を
中
心
に
、
教
部
省
の
国
民
教
化
政
策
と
そ
れ
に
従
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事
し
た
田
中
知
邦
な
ど
の
神
道
教
導
職
の
神
道
思
想
を
具
体
的
に
分
析
し
、
つ
い
で
そ
れ
ら
神

道
思
想
を
近
代
的
宗
教
論
と
信
教
自
由
論
の
立
場
か
ら
批
判
し
、
つ
い
に
は
明
治
八
年
の
神
仏

合
同
布
教
を
廃
止
に
追
い
込
ん
だ
西
本
願
寺
の
僧
侶
・
島
地
黙
雷
の
政
治
的
活
動
と
神
道
論
を

論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
神
仏
双
方
の
神
道
思
想
を
同
時
代
の
視
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と

し
て
い
る
点
に
そ
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
神
仏
合
同
大
教
院
解
散
以
後
の
神
道
教
導
職
が
独
自
に
設
置
し
た
神
道
事
務
局
の
制
度
的
か

つ
思
想
的
動
向
に
焦
点
を
当
て
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
明
治
十
五
年
に
神
道
非
宗
教
論
に

立
脚
し
た
皇
典
講
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
い
る
点
も
本
論

文
の
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
本
論
文
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
上
記
し
た
時
代
の
大
教
宣
布
運
動

に
関
し
て
は
、
古
く
は
戦
前
の
徳
重
浅
吉
や
藤
井
貞
文
ら
に
よ
る
先
駆
的
研
究
が
あ
り
、
ま
た

戦
後
に
お
い
て
も
教
部
省
政
策
の
展
開
と
挫
折
を
本
格
的
に
論
じ
た
宮
地
正
人
、
あ
る
い
は
教

導
職
の
制
度
的
側
面
を
精
緻
に
論
じ
た
羽
賀
祥
二
な
ど
、
さ
ら
に
は
教
部
省
政
策
の
要
で
あ
る
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大
教
院
に
よ
る
神
仏
合
同
布
教
の
実
態
を
精
緻
に
論
じ
た
小
川
原
正
道
の
近
年
の
研
究
な
ど
が

あ
り
、
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
教
宣
布
運
動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
宗
教
史
・
教
育

史
・
政
治
史
な
ど
の
分
野
で
多
数
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
宣
教
使
・
教
導
職

の
制
度
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
の
が

現
状
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
大
教
宣
布
運
動
の
拠
点
と
な
っ
た
大
教
院
に
お
け
る
神
仏
教
導
職

の
神
道
思
想
、
あ
る
い
は
そ
の
解
散
後
の
神
道
教
導
職
に
よ
る
神
道
事
務
局
の
組
織
・
制
度
と

思
想
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
と
り
わ
け
本
論
文

が
主
要
な
研
究
課
題
と
し
て
設
定
し
て
い
る
、（
１
）
神
道
教
導
職
の
思
想
の
解
明
、（
２
）
神

道
事
務
局
の
制
度
と
活
動
の
解
明
、
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
藤
井
貞
文
が
『
明
治

国
学
発
生
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）
に
お
い
て
明
治
十
年
代
前
半
に
論

議
を
呼
ん
だ
い
わ
ゆ
る
祭
神
論
争
を
め
ぐ
る
神
道
教
導
職
の
個
別
的
意
見
・
思
想
を
網
羅
的
に

紹
介
し
て
い
る
も
の
の
、
個
別
的
具
体
的
神
道
家
・
国
学
者
の
神
道
思
想
を
取
り
上
げ
て
の
研
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究
は
さ
ほ
ど
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
も
、
本
論
文
で
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
三
章
「
田
中
知
邦
の
神
道
論
―
神

官
教
導
職
の
思
想
の
一
側
面
―
」
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
田
中
知
邦
の
神
道
思
想
の
具

体
的
分
析
で
あ
ろ
う
。
知
邦
に
つ
い
て
は
、
秋
元
信
英
や
佐
々
木
聖
使
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ

り
、
明
治
初
年
の
宣
教
使
時
代
か
ら
教
部
省
時
代
、
そ
し
て
神
道
事
務
局
設
置
へ
と
展
開
す
る

大
教
宣
布
運
動
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
多
少
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
教
宣
布
運
動
を
具
体
的

な
神
道
思
想
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
対
象
と
し
て
専
論
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。論

者
は
、
田
中
知
邦
の
生
涯
と
神
道
思
想
に
つ
い
て
、（
一
）
神
理
解
、（
二
）
存
在
世
界
の

認
識
、（
三
）
霊
魂
観
・
倫
理
観
・「
安
心
」
論
の
三
点
に
整
理
し
て
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、

注
目
す
べ
き
は
、
知
邦
が
人
間
の
霊
魂
を
「
神
の
賦
与
し
給
ふ
」
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
こ
と
、
ま
た
人
間
の
実
践
す
べ
き
倫
理
と
し
て
は
「
忠
孝
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
人
の
「
安
心
」
と
は
「
忠
誠
・
功
勲
ノ
大
ナ
ル
」
者
と
な
っ
て
「
赫
々
タ
ル
神
明
ト
仰
ガ
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レ
、
永
ク
其
隆
徳
ヲ
千
載
ニ
垂
レ
、
遠
ク
盛
威
ヲ
万
国
ニ
輝
カ
ス
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
そ
の

思
想
は
神
官
教
導
職
を
辞
し
た
後
の
地
方
行
政
官
時
代
に
も
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
『
大
教
安

心
論
概
略
』
な
ど
、
知
邦
の
多
く
の
著
作
か
ら
分
析
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
主
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
上
記
（
一
）
神
官
教
導
職
の
思
想
の
解
明

と
い
う
目
的
も
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
論
文
の
注
目
す
べ
き
第
二
点
は
、
本
論
文
の
第
一
の
研
究
課
題
で
あ
る
神
道
教
導
職
の
神

道
思
想
の
解
明
と
第
二
の
研
究
課
題
で
あ
る
神
道
事
務
局
の
制
度
と
活
動
の
解
明
を
繋
ぐ
も
の

と
し
て
、
教
導
職
制
度
に
大
き
な
変
容
を
齎
し
た
島
地
黙
雷
の
大
教
院
分
離
運
動
と
そ
の
神
道

論
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
島
地
黙
雷
の
神
道
論
で
あ
る
神
道
治
教
論
が
後
の
神
官
教

導
職
分
離
に
よ
る
神
道
非
宗
教
論
の
魁
と
な
り
、
ひ
い
て
は
「
国
家
神
道
」
の
成
立
の
大
き
な

契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
論
者
が
こ
の
島
地
黙

雷
の
神
道
論
は
「
神
道
治
教
」
論
と
「
神＝

祖
先
」
論
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
指
摘
が
神
道
事
務
局
の
設
立
と
組
織
・
制
度
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及
び
そ
の
活
動
に
い
か
な
る
関
係
を
有
し
、
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
考
察

は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
今
後
の
よ
り
深
い
考
察
を
加
え
る
べ
き
重
要
な
課

題
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
論
文
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
本
論
文
が
第
二
の

研
究
課
題
と
し
て
設
定
し
て
い
る
、
明
治
八
年
の
神
仏
合
同
大
教
院
が
解
散
し
た
後
の
神
道
教

導
職
に
よ
る
大
教
宣
布
運
動
の
動
向
を
示
す
神
道
事
務
局
の
設
置
と
そ
の
制
度
及
び
活
動
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

明
治
八
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
神
道
事
務
局
の
制
度
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
資
料

の
制
約
等
か
ら
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
論
者
は
國
學
院
大
學
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
河
野
省
三
旧
蔵
の
神
道
事
務
局
関
係
資
料
を
調
査
・
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
来
明
ら
か
で
な
か
っ
た
神
道
事
務
局
の
制
度
と
活
動
、
と
り
わ
け
神
道
事
務
局
の
教
育

機
関
で
あ
る
「
生
徒
寮
」
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
河
野
省

三
旧
蔵
資
料
で
あ
る
「
神
道
事
務
局
章
程
大
要
」
等
の
関
係
資
料
を
用
い
て
、
神
道
事
務
局
生
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徒
寮
が
仏
教
各
宗
派
の
「
自
由
布
教
」
が
公
認
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
神
道
教
導
職
が
独
自
の

大
教
宣
布
運
動
・
国
民
教
化
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
大
教
で
あ
る
神
道
の
布
教
に
従
事

す
る
有
能
な
人
材
育
成
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
設
置
過
程
や
組
織

と
制
度
、
教
育
課
程
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
八
章
「
神

道
事
務
局
と
皇
典
講
究
所
―
生
徒
寮
の
設
置
か
ら
皇
典
講
究
所
の
創
立
へ
―
」
で
あ
ろ
う
。
特

に
、
設
置
以
後
の
生
徒
寮
が
制
度
面
・
経
済
面
の
双
方
に
お
い
て
不
安
定
な
機
関
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
典
講
究
所
に
深
く
関
わ
り
、
明
治
中
期
以
後
の
神
道
界
・
国
学
界
を
担
っ

た
今
泉
定
助
・
松
本
愛
重
・
丸
山
正
彦
・
桑
原
芳
樹
・
畠
山
健
ら
の
と
い
っ
た
人
び
と
を
輩
出

し
た
点
に
そ
の
歴
史
的
意
義
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
歴
史

（
校
史
）
を
研
究
す
る
上
で
も
重
要
な
指
摘
と
な
ろ
う
。

以
上
、
本
論
文
は
、
教
部
省
か
ら
神
道
事
務
局
を
経
て
皇
典
講
究
所
設
立
に
至
る
ま
で
の
大

教
宣
布
運
動
を
軸
と
す
る
神
仏
教
導
職
の
制
度
と
思
想
に
つ
い
て
、
鳥
瞰
的
か
つ
個
別
的
具
体

的
な
視
座
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
神
道
を
中
心
と
す
る
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宗
教
史
研
究
に
新
た
な
視
点
と
成
果
を
齎
す
業
績
と
評
価
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
者
も

自
覚
し
て
い
る
通
り
、
神
道
教
導
職
の
神
道
思
想
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
は
田
中
知
邦
な

ど
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
島
地
黙
雷
以
外
の
仏
教
者
が
大

教
宣
布
運
動
に
ど
の
よ
う
な
宗
教
思
想
や
神
道
観
で
参
画
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
教
部
省
政
策

が
神
道
事
務
局
の
設
置
、
神
官
教
導
職
分
離
・
皇
典
講
究
所
設
置
、
そ
し
て
教
導
職
制
全
廃
に

至
る
過
程
で
ど
の
よ
う
な
部
分
が
継
承
さ
れ
、
そ
し
て
否
定
さ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
近
代
日

本
の
神
道
と
宗
教
を
め
ぐ
る
重
要
な
課
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
論
者
に

は
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
み
、
解
明
す
る
能
力
が
十
分
に
あ
る
も
の
と
思
慮
す
る
。
よ
っ
て
、

本
論
文
の
提
出
者
戸
浪
裕
之
は
、
博
士
（
宗
教
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
べ
き
資
格
が
あ
る

も
の
と
認
め
る
。
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